
諮問庁：秋田県知事
諮問日：令和５年 ４月１７日（諮問第１３６号）
答申日：令和５年１０月 ３日（答申第 ９６号）
事件名：結核定期健康診断の実施報告に関する文書の非公開決定処分に対する

審査請求に関する件

答 申

第１ 審査会の結論

秋田県知事（以下「実施機関」という。）が、秋田県立横手高等学校、秋
田県立雄物川高等学校及び秋田県立増田高等学校（以下「本件各学校」とい
う。）が令和 4年 4月 1 日から令和 4年 6月３０日までの間に、学校保健安
全法（昭和３３年法律第５６号）又は感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）
の規定に基づく結核健康診断を生徒を対象に行った結果として、横手保健
所に令和 4年 7 月１１日までに提出があった感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律施行規則（平成１０年厚生省令第９９号。以下
「感染症法施行規則」という。）第２７条の５第１項各号に関する資料一式
（以下「本件対象文書」という。）について、これを保有していないとして
非公開とした決定は、妥当である。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 公開請求の内容

審査請求人は、令和５年１月６日、秋田県情報公開条例（昭和６２年秋田
県条例第３号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、実施機関に
対し本件対象文書について公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行
った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、令和５年１月１７日、本件公開請求に対し、条例第１０条第
１項の規定に基づき、不存在による行政文書非公開決定処分（以下「本件処
分」という。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求
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審査請求人は、令和５年１月１９日、行政不服審査法（平成２６年法律第
６８号）第２条の規定に基づき、本件処分を不服として実施機関に対し審査
請求を行った。

第３ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件処分の取り消しを求める。さらに対象文書を特定し、新たに行政文書
を公開するとの裁決を求める。

２ 審査請求の理由

結核とは、感染症法第６条第３項第２号に掲げられた「二類感染症」であ
る。感染症法第５３条の２第１項において、「学校（専修学校及び各種学校
を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。）の長（中略）は、
それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学
生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者（小学校就学の始期
に達しない者を除く。）であって政令で定めるものに対して、政令で定める
定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わ
なければならない。」とされている。本件各学校は、「学校（専修学校及び各
種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。）」であり、本
件各学校長は、対象者に健康診断を実施する措置義務がある。感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成１０年政令第４
２０号）第１２条第１項で、具体的に、「法第５３条の２第１項の規定によ
り定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令
で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 二 大学、高等
学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校（修業年限が一年未満のものを
除く。）の学生又は生徒 入学した年度」と列挙されている。つまり、本件
各学校のいわゆる一学年の生徒に対して、感染症法の規定に基づく健康診
断を本件各学校の長が実施しなければならない。そして、学校保健安全法施
行規則（昭和３３年文部省令第１８号）第５条第１項本文の規定に基づき、
「法第１３条第１項の健康診断は、毎学年、６月３０日までに行うものとす
る。」とされている。
感染症法の健康診断を実施した場合、感染症法第５３条の７第１項とし

て、「健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断（第
５３条の４又は第５３条の５の規定による診断書その他の文書の提出を受
けた健康診断を含む。）につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事
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項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長（その場所が保健所設
置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長）を経由し
て、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。」とされている。そ
して、対象文書は感染症法施行規則第２７条の５第１項各号に関する資料
であり、「定期の健康診断の実施者（以下次項において「健康診断実施者」
という。）は、法第５３条の２の規定によって行った定期の健康診断及び法
第５３条の４の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断
について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の１０日までに、
法第５３条の７第１項（同条第２項において準用する場合を含む。次項にお
いて同じ。）の規定に従い、通報又は報告しなければならない。」とされてい
る。つまり、健康診断実施日を含む月の翌月１０日までに、本件各学校の所
在地を所管する保健所あてに提出すべき文書である。すなわち、令和４年４
月実施分は令和４年５月１０日又は翌開庁日までに、令和４年５月実施分
は令和４年６月１０日又は翌開庁日までに及び令和４年６月実施分は令和
４年７月１０日又は翌開庁日までに、と定期に報告されているはずである。
よって、本件処分の「公開しない理由」の主張「当該期間に文書提出がなか
ったため。」は不合理であり、本件処分では対象文書の特定が不十分である。
以上から、本件処分及び「公開しない理由」の提示は感染症法等の規定に

抵触している状態であり、合理的でない。ひいては、本件各学校は地方公共
団体である秋田県教育委員会が設置する学校であるから、地方自治法第２
条第１６項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならな
い。」に抵触する状態である。つまり、厚生労働省令に違反してその事務が
行われているとは到底信じがたい。よって、本件各学校がそれらの所在地を
所管する保健所に厚生労働省令で定められた資料を定期的に提出していな
いとは到底信じがたい。よって、本件処分を取り消し、さらに対象文書を特
定し、新たに行政文書を公開するとの裁決を求める。

第４ 実施機関の説明の要旨

実施機関が弁明書及び意見陳述において説明している内容は、おおむね
次のとおりである。

感染症法に基づく結核対策業務について、県内の保健所は、秋田県結核予
防事務処理要領（平成１６年５月１日。以下「要領」という。）に基づいて
行っている。
本件処分に係る行政文書公開請求書において、「請求しようとする行政文
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書の内容」の欄に「感染症法施行規則第２７条の５第１項各号に関する資料
一式」との記載があることなどから、請求対象文書は、要領第７章の１の（１）
に規定する「様式第２－３号 結核定期健康診断月報の実施報告について」
（以下「月報」という。）が該当すると考えられる。
この月報については、要領第７章の１の（２）において、事業者や学校長

等の健康診断実施者が、定期の健康診断を行ったときは、健康診断を実施し
た年度の翌年度の４月１０日までに管轄する保健所長に報告しなければな
らないとされている。
これに従い、横手保健所（平鹿地域振興局福祉環境部）は、従来どおり令

和４年度における月報についても、令和５年３月中旬までに管内の事業者
や学校長等から提出してもらい、令和５年４月に集計して主管課（保健・疾
病対策課）に報告することにしていた。
こうした中、令和５年１月６日付けで審査請求人から、横手保健所管内の

本件各学校が令和４年４月１日から令和４年６月３０日までに生徒を対象
に実施して令和４年７月１１日までに横手保健所に提出した月報、すなわ
ち本件対象文書に対する公開請求があった。
しかし、月報の提出等の時期については３月中旬までを予定していたほ

か、本件各学校から従来よりも早く月報が提出されることもなかったこと
から、令和４年７月１１日までに横手保健所に本件対象文書は提出されて
おらず、本件対象文書を保有していなかった。
従って、条例第１０条第１項に基づいて不存在による非公開処分を行っ

たものである。
要領の定めが法令に抵触しているという認識はあるが、実際に平成１６

年からこの運用により、事業所や施設の協力を得て運用しており、今に至っ
ている。横手保健所管内では、早い時期に報告を提出している学校が何校か
はあるが、それ以外の学校については年度内に報告するよう依頼している。
本件の審査請求が提起された時点では、横手高校の月報しか保有していな
かったが、その後、他の高校からも報告があったものである。

第５ 調査審議の経過

１ 令和 ５年 ４月１７日 諮問の受付
２ 同 年 ６月２０日 審議
３ 同 年 ８月 ４日 実施機関による意見陳述
４ 同 年 １０月 ３日 審議



5

第６ 審査会の判断の理由

１ 本件対象文書について

本件対象文書は、本件各学校が令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 6 月３０
日までの間に、学校保健安全法又は感染症法の規定に基づく結核健康診断を
生徒を対象に行った結果として、横手保健所に令和 4年 7月１１日までに提
出があった感染症法施行規則第２７条の５第１項各号に関する資料一式で
あるところ、実施機関は、「感染症法施行規則第２７条の５第１項各号に関
する資料一式」については要領に定める月報が該当するとして、本件各学校
から令和４年７月１１日までに月報が提出されなかったため、本件対象文書
を保有していないとして非公開としている。
要領第７章の１の（１）、（２）及び月報の様式の記載から、本県における

感染症法施行規則第２７条の５第１項に定める報告は、月報によって行われ
るものと認められるから、本件対象文書の「感染症法施行規則第２７条の５
第１項各号に関する資料一式」については月報が該当するとした実施機関の
判断は妥当である。

２ 本件対象文書の存否について

審査請求人は、実施機関が本件処分における非公開理由を令和４年７月
１１日までに文書提出がなかったためとしているのは、感染症法等の規定
に抵触している状態であって不合理であり、到底信じ難く、対象文書の特定
が不十分である旨主張する。
実施機関によれば、本県の保健所に対して行われる結核に係る定期の健

康診断の報告に関しては、要領において、健康診断実施者が定期の健康診断
を行ったときには、健康診断を実施した年度の翌年度の４月１０日までに
管轄する保健所長に報告しなければならないと定められていることに従っ
て運用されており、令和４年度においては令和５年３月末までに管内の健
康診断実施者から報告を受けていたもので、本件各学校からの月報につい
ても、令和 4 年 7 月１１日までに提出されたものはなく、それぞれ令和５
年３月末までに横手保健所に提出されたものであるとしている。
確かに、上記の本県における運用は、感染症法施行規則第２７条の５第１

項の「一月ごとに取りまとめ、翌月の１０日までに、（略）報告しなければ
ならない」との規定に反しているものではあるが、実際には要領の定めると
ころに従って令和５年３月末までに本件各学校から月報が提出されている
ことからすると、令和 4年 7 月１１日までに提出された月報、すなわち本
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件対象文書を保有していないという実施機関の説明に特段不自然、不合理
な点は認められない。
よって、本件対象文書について、これを保有していないとして不存在を理

由に非公開とした実施機関の決定は、妥当である。

３ 結論

以上により、当審査会は「第 1 審査会の結論」のとおり判断した。
審査請求人のその余の主張は、いずれも当審査会の判断を左右するもの

ではない。

第７ 答申に関与した委員

区 分 氏 名 職 名
赤 坂 薫 弁護士
阿 部 千鶴子 司法書士
池 村 好 道 白鷗大学法学部教授

会 長 柴 田 一 宏 弁護士
会長代理 三 浦 清 弁護士


